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児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
け
て
い
る
方
は
、
受
給
資
格
確
認
の
た

め
、
毎
年
「
現
況
届
」
が
必
要
で
す
。
こ
の

届
出
が
な
い
場
合
、
８
月
分
以
降
の
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
に
つ
い

て
は
、
「
母
子
・
父
子
家
庭
等
医
療
費
助

成
」
の
現
況
届
も
同
時
に
行
い
ま
す
。

・
届
出
は
受
給
者
本
人
と
な
り
ま
す
。

　
（
代
理
人
で
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
）

・
所
得
制
限
に
よ
り
手
当
が
支
給
停
止
に

な
っ
て
い
る
方
も
「
現
況
届
」
は
必
要
で

す
。

・「
現
況
届
」
を
提
出
し
な
い
で
２
年
を
経
過

す
る
と
、
時
効
に
な
り
手
当
を
受
け
る
資

格
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

  

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
開
始
か
ら
５
年
等

経
過
し
た
方
は
、「
就
業
」
等
の
必
要
条
件
を

満
た
し
て
い
な
い
と
手
当
が
２
分
の
１
に
減

額
さ
れ
ま
す
。

【
減
額
の
対
象
に
な
る
の
は
】

　

次
の
q
ま
た
は
w
の
い
ず
れ
か
が
早
く
経

過
し
た
と
き
の
翌
月
か
ら
で
す
。

q
支
給
開
始
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
５
年

w
支
給
要
件
に
該
当
す
る
に
到
っ
た
日
の
属

す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
７
年

　
　

た
だ
し
、
q 

w
と
も
に
、
認
定
の
請
求

を
し
た
日
に
お
い
て
３
歳
未
満
の
児
童
を

監
護
し
て
い
た
場
合
は
、
３
歳
に
達
し
た

月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
た

と
き
と
な
り
ま
す
。

※
支
給
要
件
に
該
当
す
る
に
到
っ
た
日
と

は
、「
離
婚
日
」「
夫
の
死
亡
日
」
等
の
こ

と
で
す
。

※
新
た
に
監
護
ま
た
は
養
育
す
る
児
童
に
つ

い
て
増
額
に
な
っ
た
場
合
は
、
増
額
の
改

定
請
求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の

初
日
か
ら
起
算
し
て
５
年

【
減
額
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
届
出
を
！
】

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
手

続
き
す
る
こ
と
に
よ
り
減
額
さ
れ
ま
せ
ん
。

q
就
業
し
て
い
る
場
合

w
求
職
活
動
な
ど
自
立
を
図
る
た
め
の
活
動

を
行
っ
て
い
る

e
身
体
上
や
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

r
負
傷
、
疾
病
な
ど
で
就
業
す
る
こ
と
が
困
難

t
監
護
す
る
児
童
や
親
族
が
障
害
、
負
傷
、

※
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ

け
個
人
宛
の
通
知
書
で
指
定
さ
れ
た
日
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
受
給
者
本
人
及
び
同
居
し
て
い
る
18
歳
以

上
の
家
族
（
祖
父
、
祖
母
、
父
、
母
、
兄

弟
姉
妹
）
は
す
べ
て
所
得
申
告
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
所
得
申
告
し
て
い
な
い
方

に
対
し
て
は
現
況
時
に
手
当
の
額
が
決
定

で
き
ず
、
支
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。

地　　域 受付期間 受付場所

与那城地域 ８月３日（月） 与那城庁舎
２階市民ロビー

勝連地域 ８月４日（火） 勝連シビックセンター
中ホール

石川地域 ８月５日（水）〜６日（木） 石川保健相談センター
２階ホール

具志川地域 ８月 10 日（月）〜 �1 日（金）
（※土、日を除く）

うるま市役所本庁
１階市民ロビー

病
気
、
要
介
護
状
態
な
ど
で
介
護
が
必
要

で
あ
り
就
業
が
困
難

※
そ
れ
ぞ
れ
、
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

の
証
明
書
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

「
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
か
ら
５
年
を
経
過

す
る
等
の
要
件
」
に
該
当
す
る
受
給
資
格
者

の
方
に
は
、
減
額
の
お
知
ら
せ
と
減
額
さ
れ

な
い
場
合
の
手
続
き
に
つ
い
て
順
次
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

母
子
・
父
子
家
庭
の
児
童
と
、
そ
の
母
及

び
父
、
も
し
く
は
養
育
者
世
帯
の
児
童
に
対

し
、
受
け
た
医
療
費
の
本
人
負
担
金
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

う
る
ま
市
に
住
所
が
あ
り
、
医
療
保
険
に

加
入
し
て
い
る
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

q
母
子
家
庭
の
母
と
児
童

w
父
子
家
庭
の
父
と
児
童

e
養
育
者
が
養
育
す
る
父
母
の
い
な
い
児
童

　

た
だ
し
、
所
得
制
限
や
資
格
要
件
等
が
あ

り
ま
す
。

※
母
子
・
父
子
家
庭
の
児
童
で
、
乳
幼
児
医
療

費
の
助
成
を
受
け
て
い
る
方
で
３
歳
に
達
し

た
児
童
が
い
る
場
合
は
、
乳
幼
児
医
療
費
助

成
か
ら
母
子
・
父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
に

移
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
「
現
況
届
」
に
つ
い
て

母
子
・
父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
方
へ

児
童
家
庭
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
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童
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庭
課
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